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新しい理事会のスタートです 
みなさん！連絡会をうまく活用してみませんか 

マンションにお住いのみなさん、多摩マンション管理組合連絡会（連絡会〕をご存知ですか？ マンション 

では日常的に大小様々な問題が起きますが、各管理組合がお互いの経験や知恵をだし合い、援けあえ 

ば、多くの問題は解決します。三人寄れば文殊の知恵一その連携組織が連絡会です。 
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地域には築40イ~一以Eの高経年団地か 

ら最近建ったばかりの民間マンションま 

で約300の分譲マンションがあります。マ 

ンションはひとつの建物を複数の人で区 

分所有しており、それぞれの世帯事情 

や、暮らし方、考え方は異なっています。 

管理組合はこうした利害関係を調整 

し、意見をまとめることの難しさや、建 

物・設備を適切に維持管理することの 

技術的な難しさに常に直面しています。 

住民や建物の高齢化に伴い、それはま 

すます複雑化、高度化しております。 

連絡会は、各組合がこうした経験を共 

有し、援け合うことで様々な問題への対 

応力をつけるとともに、マンション管理 

士、 一級建築士、経験豊富な役員0 B 

などの専門家集団が支援しながら、組 

合運営の質も高めていく活動を行って 

います。 

今回は連絡会の活動内容を紹介します。 

、 組合員名簿の配布は問題か！ 

摯規約を見直したい！そんtc時の 

ー 管理運営問題部会 

部会では管埋組合運営上のあらゆる間 

題を取り上げます。騒音やマナー違反によ 

る住民間のトラブルから、管理費・修繕積 

立金の見直し、理事会運営の方法まで、 

会員やJl会員からの色々な質問や意見を 

調査し、みんなで議論したうえ、マンション 

管理士など専門家の意見も踏まえて回答 

しますc 以ドはその参考例です。 

、 

Q ．以前から組合員名簿を作成してきまし 

たが、閲覧は役員限りとしてきました。し 

かし、住民からの要望もあり、全戸配布し 

たいと思いますが、個人情報保護上、問 

題がありますか。 

A．平成28年に個人情報保護法が改正 

されましたが、非事業者である管理組合 

の扱は変リません。組合員の住所、氏名は 

登記簿によって公知のものですから、名 

簿を配布しても問題はありません。ただ 

し、電話番号や勤務先、家族状況などは 

公知のものではないので、あらかじめ本 

人の同意を得ない限り公開しない方がよ 

いでしょう。 

Q ．築30年の団地ですが、一度も管理 

規約を変えていません。住民の高齢化が 

進んだし、近く専有部分を含めた給排水 

管改修を予定しているので、このさい規 

約の全面見直しをしたいが、どのように 

行えばよいでしようか。 

孤」外部の専門家に頼ら ー-

ず規約を見直すのは時間 卿 

もかかり、根気の要る作業 " - . 

となります。まず組合員か 1轟 

ら志のある人を募って専門 ‘、， 

委員会をつくり、現規約と ‘弓 

標準管理規約とを読み比 

べ、どのように変ったか確 
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認します。規約は区分所有法に準じる必 

要があるので、規約等で別段の定めをす 

ることができる事項（任意規定）と、必ず定 

めに従う事項（強行規定）とを知っておく 

必要もありま支 

その後、自団地の状況を考えながら、ど 

こをどのように変えていくか各条毎に議論 

し、詰めていきます。原案ができたら理事 

会に答申。理事会は住民説明会を開いて、 

意見を聞き、さらに検討が必要と判断す 

れば再諮問し、問題がなければ総会に4 

分の3以上の特別決議案として諮リま支 

「需・ 

霊編 新任理事実務講座の 
－ ・‘g’三」」、ー」n 門」 

え亀， 受講者募集 
初めて管理組合の理事になられたみなさん。この講座は理事として管理組合運営を担 

ったり、担当業務を行うために、すぐに役二つ知識を伝授するものです。 
まず全員が－理事入門編- （会計を含む）を受講し、管理組合やマンション・団地の仕 

組みと基本的な法令を知っていだきますコ 
次に－正副理事長編」、 －営繕理事編」 、 －植栽理事編－ で、それぞれの担当業務ご 

とに専門的な知識と適切な実務の仕方を学んでいただきます。 
新任理事で少々不女な方、理事の仕事をきちんと知りたい方。講座を受けて自信をつ 

けてくださいこ 

オープン講座です〔 会員はもちろん、非会員の方も受講できます 

・日時 ：平成29年7月9日（日）9時半～17時（受付開始は9時15分） 
・場所 ：ハルテノン多摩（4階）第2・第3会議室 

・講座内容 ：①理事人門編（会引含む） (9:OO-'--11:20 全員受講） 
②―ト副理事長編（i2:20'---13:40) ③営繕理事編（i3:50'---15:iU) 
④植栽理事編(15:20 --.16:40) 

・定員 ：各編38名 
・テキスト代：各編200円 
・昼食 ：各自でご用意下さい。 （館内・近場に食堂あり） 
・お申込み ：6月23目（金）までに、住所・氏名・所属の管理組合名・電話番号 

・受講科日（理事入門編は全員受講です）を記載の上、下記にFAX 
かメールにてお申込み下さい。 
【宛先】 連絡会事務局（常光宅）FAX: 042-339-4992 

E メー-ル：gakugak_tunerni tu@msn. corn 



, 「長期修繕・営繕で困ったtt -

聖具体的な事例を教えてh 

ニ そんtd時の、メンテナンス部会 

部会は月1回の開催で、建物・設 

備に関して日常メンテナンスから修 

繕上事までの様々な問題を持ち寄 

り、具体例を参考にしながら検討し 

ております。また、他の管理組合と 

情報を共有することで、相乗効果も 

得られておりますし例えば、こんな 

ことも話題になっています。 

'p 

Q ．長期修繕計画（長計）に従ってエ事 

は全て実施すべきですか？ 

A ．長計に記載してあるから必ず工事 

をする必要はありません。特に、屋上 

防水工事は第1回目大規模修繕工事 

の際には、防水工事の全面修繕は不 

要です。 

Q ．タイルの浮き問題に困っていま支 

A ．最近第1回目大規模修繕工事時に 

タイル浮きが多く、7'--8％以上の箇所 

がありますが交渉によっては、建築会 

社や販売会社が補償してくれるケース 

が多いようです。一般的なタイルの浮 

きは、タイル全面積の2--'3％です。必 

ず補償交渉は必要です。 

、，，‘修繕工事の現場を見学したい！ 

筆知識よりも実務を！そんto時の 

ー キャI,アアップ部会 

部会では、勉強会や見学会などを開 

催し、他の部会と連携を取りながら、 

実際の現場を見る事などにより、知見 

や経験を深める活動を右っています。 

去る、5月20口（上）には、多摩マン 

ション管理組合連絡会NEWS No.22で紹 

介された、アルテヴィータ管理組合 

さんの大規模修繕I.事現場見学会を 

行いました。外壁タイルの浮き、落 

下は最近話題になる事も多く、11名 

の参加となりました。そろそろ大規 

模修繕の時期を迎える民聞マンショ 

ンに住まう会員を中心に、ご説明を 

いただいたアルテヴィータ管理組合 

さんの理事長、修繕委員の皆様と、 

多くの質疑が交わされ、有意義な見 

学会となりました。 

今後も様々な事例について、お互 

いの知見を高めあえるような機会を 

提供していきたいと思います。 
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、，，‘「こんな資料、何処かに無いかな？」 

f そんな時の、資料コレクト部会 

連絡会からの発信以外の管理組合 

対象のマンション管理講座が、東京 

都・多摩市・管理会社・不動産会 

社・関連業界・関連各種協会等で多 

種多様に開催されています、また東 

京ビックサイ トにおいては関連業 

界・関連協会の最新情報の展示会が 

開催されています。出来るだけ多く 

の会員に参加してもらい情報の収集 

を行いc 皆さんの管理組合が抱える 

多種多様な問題にタイムリーに役"I 

つ情報の提供を日指しております。 

＜例えば以下の講演会に参加＞ 

(1) 団地・民間マンション建替え実績 

と進め方』－旭化成不動産レジデンス株 

マンション建替え研究所主催 

(2）マンション建替え・改修アドバイザ 

ーによる 「ー、ノンションの再生について～ 

入門編～＝一多摩市 都巾整備部 都市引 

画課 住宅扣当主催 

、 、，Ii 広報紙の発行、upの更新 

’その他PR活動 広報部会 

部会では、年3回の広報紙－多摩 

マンション管理組合連絡会NEWS」を 

発行しております。その時々の話題 

性の高い情報を提供できるように努 

めています。また、当会ホームペー 

ジには、各部会で議論された議事録 

や、広報紙のバックナンバーなど、 

様々な情報をダウンロード頂けま 

す。その他、PR活動として、h4回 

春の －多摩センターこどもまつり」 

に出店し、無料相談コーナーを設 

け、皆様からのご相談を受けており 

ますc 今年も10名前後のご相談を受 

けました己 

一→に’●てー ーぢ‘－ー 
多摩マソ三 
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、，,．「理事に選ばれた、何をすれば良 

筆いのか不安だな～」そんtd時の 

ー 新任理事実務講座 

連絡会では、新しく理申になられ 

た方々を対象に、新任理事実務講座 

を毎年7月に開講しております。初 

めて理申になられた皆さんは、どの 

ように努めたら良いのか不安がある 

と思いますc その不安を取り除き、 

理申役員業務をスムーズに進めるた 

めにも、是非、新任理事実務講座を 

ご活用頂ければと思います。なお、 

'p

講座内容は、理事人門編、正副理事 

長編、営繕理申編、植栽理申編の4 

編から成っております。理事人門編 

以外は選択性で、4編を 一H での受 

講いただけるコンパクトですが要点 

ポイントを抑えた講座となっており 

ます。参加費も無料（但し、テキス 

ト代200円／編）で、オープン講座 

ですので、会員外の方でも参加頂け 

ます。少しでも不安のある方は、是 

非ご活用ください。 

‘ 「いま、まさに直面している問題 

む 
をクローズアップ」 

ニ マンション総合ゼミナーIし 

をご活用ください。 

連絡会では、年2回、マンション総 

合ゼミナールを開催しております。多 

摩ニュータウンには築年数の若いマン 

ションから、高経年マンションまで幅 

広く存在しております。その築年数や 

建物の形態など、様々な違いにより、 

そこに潜在する問題も多種多様です。 

今まさに問題となっている身近な問題 

点をクローズアップし、それを専門家 

の講師を招き話を聞くばかりでなく、 

そういった問題を抱える他の管理組合 

との交流により、情報交換などを通じ 

て、自管理組合にとってべターな取り 

組み方法を見つけるきっかけ作りに利 

用頂くことを月的としていますc 運営 

側も自らがマンションに居住し、理事 

を経験してきているからこそ、身近な 

問題点にアプローチできると考えてお 

ります。皆様方の抱えている問題の解 

決の一助になれればと思います。 

'p

、 

相談窓ロを 

開設しました！! 

連絡会は管理組合運営、規約等の見直 
し、大規模修繕、高齢化対応など団地・マ 
ンションに係わる問題や悩み事の相談に 
お応えします（ ド記へご連絡くださいL 

電話＆F A X 042-339-4992 
E メール：gakugak_tunemitu@msn.com 



, 「大規模修繕は ここを見直せ」■ 
春のマンション総合ゼミナールよリ 

講師 西山 博之氏 
多摩マンション管理組合連絡会会長 
日本住宅管理組合協議会理事 

〇大規模修繕の進め方 

一般的な大規模修繕の進め方は、① 

組合員の合意形成（工事計画から完」ノ 

まで3年程かかるため、重要事項を総会 

で諮る他、広報などでの情報発信、繰り 

返し住民説明会を開催し計画の理解、 

納得をしてもらう（、）②修繕委員会の設 

置（実際に建物の善し悪しを知っている 

女性を半数以上人れる事が肝要）③簡 

易（劣化診断）の実施、④工事方式の 

選定（設計監理方式、責任施上方式）、 

⑤設計監理の設計事務所選定（設計 

事務所選定が難しく、大事であり、マン 

ション関係の改修業務が売上の半分以 

上、できれば70---80％ぐらいの設計事務 

所がべター）、⑥コンサル業務（劣化診 

断、修繕上事設計、工事業者の選定、 

工事監理） 

〇長期修繕計画の見直し 

長期修繕計画は25年～30年、あるIt' 

は50年という長期的な視点から計画し、 

5年毎に見直す必要がある。新しいマン 

ション（築後15年以内）では、販売会社 

が作成した長期修繕計画の見直しが行 

われず、資金不足などの問題を抱える 

ケースが多い。2回目の総会の際に、長 

期修繕計画の見直しを提案するなど、 

早日の対策が必要。修繕積立金の標 

準は、[V付きのマンションで250円加三 

[Vなしで20(/リ力r12（国交省）。 一方で、 

高経年マンション（築後30年以E）の長 

期修繕計画では、各種設備に加え、玄 

関扉やサッシュの更新、給排水管の改 

修など高額な改修項目が出てくると共 

に、専有部の改修上事も必要となってく 

る。修繕積立金の不足が大きな問題と 

ノ 
「リフォーム工事承認のチェックポイント」 

春のマンション総合ゼミナールよリ 

講師 柴田 幸夫氏（1級建築士） 
柴田建築設計事務所所長 
マンションリフォーム技術協会会長 

マンションでは築I0年を超えるとリフォ 

ームE申が増えますn 管理組合はその 

屮請内容をきちんとチェックして、承認 

しないと、禁止工事が行われたり、水漏 

れ申故を起こしたりなど、トラブルの原 

囚になります。柴田講師には理事会は 

どのようにチュックしたらよいのか、話し 

ていただきました。 

各組合の事前審査では、ほとんどの場 

合、専門家ではない理事がチュックする 

にもかかわらず、明確な判断基準がな 

いのが一番の問題である。 

そこで管理組合は予め、①工事での禁 

止・誘導・注意申一項を周知し、②専有・ 

共用部分などは細部まで詰めておき、 

③共用部分への施工可能な場合とその 

［一法を決める、④内装材、配管材、設 

備機器の使用基準を設け、住民に明示 

しておくことが大切だ。要はリフオーム施 

［一基準の制定である。さらに、組合に改 

修計画がある場合は、それとの整合性 

をチュックする必要があるし、工事終」一 

時の届出や確認体制も、求められると 

指摘しましたc 

◆◆◆◆◆ 

Q ．最近の専有部分の床スラブ厚は 

何mか。 

A ．多摩地域の高経年建物は110mm 

位が多い。最近は120'- 150mm、 遮音 

性を売り物にした'So以E、 I 30mm厚 

のものあるc 

Q ．給水・給湯管材に架橋ポリェチ 

レン管とポリブデン管があり、前者 

の使用が増えていると聞くが。 

A ．架橋ポリェチレン管は給湯に強 

い。給水と給湯で両者使い分ける例 

もあるが、資羽手配・作業の単純化 

のため架橋ポリに統一するケースが 

多い。 

Q ．コンクリート釘が不可の理由は 

A ．打込み時コンクリートに打撃を 

与えるのが問題c アンカーはドリル 

であらかじめ穴を開けるのでダメーー 

ジが少ない。本来コンクリートへの 

なるが、一度の値上げ幅は5,000円ノ月 

以ドに留める方が良い。また、大規模 

修繕工半後の残金については、建物の 

規模によって異なるが、100尸で2千万 

円、200 -300H程度で5千万円、500H 

以トで1億円が必要。あるいは、修繕積 

立金の1年分が残るくらいが良いc 

..... 
Q ．築35年のマンションで、ガス管、給 

排水設備の縦管、専有部の排水管の 

工事を検討しているが、一般的に各々 

の工事が必要か？ 

A ．屋内のガス管は問題ないが、地巾 

埋設部は腐食などの理由で工事してい 

ることが多い。トイレの汚水管は一般的 

に管厚が厚いのでI -事はしないケース 

が多く、雑排水管および給水管の改修 

工事を彳」っていることが多い。専有部は 

一緒にI -亨をした方が良い。 

Q . 5年前に比べて、現在の工事費は 

高騰しているか？ 

A ．足場等が高騰している話は聞く 

が、労務費が上がっているかについて 

は分からない。 

魯 
穴あけは望ましくないが、器具の設 

置等でやむを得ない場合にはホール 

インアンカー又は樹脂のアンカーの 

使うのが標準。 

Q ．スケルトンリフォームで、コン 

クリートの間仕切り壁を斫るなどは 

できるか 

A .基本的に不可と考えるべき。せ 

いぜいアンカーの取付程度だろう。 

Q ．浴室のスペース拡張のため、間 

仕切り壁を斫ることは許せれるか。 

A ．削りと人浴の快適さのいずれを 

選ぶかの問題。専門家とも検討し、 

規約化すること。 

Q ．排水管の勾配は 1/100でも大丈 

夫か。 

A ．管の質、太さで異なるが、正し 

く確保されていれば問題ない。 

Q ．専有部分の給排水管改修では、 

先分岐方式を薦める設計者が多い。 

ヘッダー方式と比べたメリットは。 

A ．性能的には変わらない。ヘッダ 

ー力式はコストが高い。メンテナンス 

面ではヘッダー方式の方が単純で、配 

置スペースが許せば有利だろうn 

Q ．コア抜きをする場合、必要な鉄 

筋からの距離は（かぶり厚）。 

A ．スリーブ開削の時、鉄筋を切ら 

ねば良いとせざるを得ない。 



管理運営問題部会 
報告 ~ 

◆第83回 2016年12月23日（金・祝） -

~メ分所有法の読込み、IT回ョ。14条の共川 

部分の持分割合についてc 共有部分の権利は 

民法と区分法でルールが違います－民法は建 

物を数人で共有している場合、各人は持分の 

割合に応じて使用し、変史や処分には全員の 

司意が要ります〔対して区分法は、共用部分の 

持分は各住戸の床向積に応じて算定し、変更 

は規約に基づく多数決で決めますーただし、処 

分（売るなど）の場合は民法に戻って全員同意 

が必要となります。 

◆第84回 2017年1月22日（日） ~ 

区分所有法の読込み18回日。15条の共用部 

分の処分について。やはり民法と区分法で異 

なっています。民法では1軒家を夫婦で共有し 

てし、る場合、夫は自分の持分（持分権）を売っ 

たり自由に処分できます〔だが、区分法では共 

有部分の持分を勝手に売ったり、分割請求で 

きません。例外として、タウンハウスの敷地を各 

H がそれぞれ分右している場合、独自処分が 

可能です。 

◆第85回 2017年2月19日（日） 

区分所右法の読込み19回日。16条の 部共 

用部分の管理についてc 団地住棟やマンショ 

ンには、特定の区分所有者で共有ナる一部共 

用部分とされるものがあります。共用部分の維 

持管理は管理組合の主業務ですが、一部」ミ 

用部分はそれを共有する者だけで管理できま 

す。しかし、無条件ではありません まず規約 

で定める必要があります冖それも一部共用部分 

の共右者col分の1以上が反対したらできませ 

んーまた、外壁の色を変えるなど全体の美観に 

影響したり、利害に関わるような事をする場合 

は、全員の多数決等で決めることになります。 

~ 2017年3月19日（日） 国 

区分所有法の読込み20同目c17条の共用部 

分の変更について変更には、エレバーター 

を付けるなど、その形状や効用を著しく変える 

重大変史と、玄関灯を新設するなどの軽微変 

更があります。民法では改良私り変を除き、変更 

には全員の同意が必要ですが、メ分法は多 

数決4一義が基本です。重大変史は4分の3以 

上、軽微変更は2ラルn以上で決められます。 

ただし、少数者を護る意味から、その共用部分 

の変史が専有部分に特別の影響を及ぼす場 

合は、その者の承諾がなければできません 

メ、テナンス部会 
報 止. 

口 

◆第86回 2017年1月17日（火） ~ 

1.鉄筋コンクリートの施工過程（一般的なマン 

ションの場合。（1)基礎工事、躯体工事から屋 

上防水工事までの工事工程を説明。(2）鉄筋 

上事の概要を説明－ (3）その他、コンクリートの 

才」設、才」ち継ぎ日地、耐震スリットなどについ 

て説明。2.「高経年マンションの大規模修繕計 

J 

画」マンション「り生への問題（長期にわたる 

修繕計画、メンテナンスサイクルの延長に当り 

考慮すべき点など）について紹介。 

◆第8]回 2017年2月13日（月） . 

tコンクリートの組成と混和剤について説明。セ 

メントの種類・原羽料、混和剤、減衰剤につい 

て、その性質、特徴および組合せなどについて 

説明。2.コンクリートの配合計画について説明。 

◆第88回 2017年3月27日（月） -

鉄筋コンクリートの施工過程一第2回。0）サッ 

ン（ガラス）T 事の丁事手順、吐能評価につし、 

vo -CE 管理組合監査を如何にされているでしょうか 

E フ 
多摩マンション管理組合連絡会 監事 小川 英信氏 

（ホームタウン豊ケ」:i:2団地 在住） 

私が所属する管理組合は昭和61年3月人居の築33年口にさしかかっている、60戸の小団地 

であります。この約32年間で私は管理組合役員として、理事長2回・副理事長1回・理事1回、 

監事:1回それぞれ選任されました。現役時代監査業務に門外漢であった私が経験した、管理 

組合監査に関した所感を紹介します。私が仄聞している他団地の監事の多くは前年度の理事 

長と副理事長（又は会引担当理事）が就任していると聞きますが、我が団地も同様であります。 

監事の職務は、区分法第50条第2項に、財産の状況の監査と業務の監査」が規定されてお 

り、当管理組合規約も当然ながら同様の趣旨の規定があります。しかし、監事は1年交代であ 

り、毎年職務にたけた監事ばかりとはいいがたいのが実態であり、会計監査のみで業務監査 

を実施している事例が少ない現状であります。毎年の理事会が一生懸命理事会業務を行って 

いることに配慮し理事会に遠慮するのも一理ありますが、やはり法・規約に則り業務監査も実 

施するのが止論と思っていますが、皆様力の管理組合の監査を如何にされているでしょうかc 

て説明。(2）断熱－L事（内断熱）の説明。(3）コにニ 

ットバス工事の説り］。在来型タイル張りの浴室 

のユニットバス化、改修上事の注意点などを重 

点的に説明。(4)配管材の種類と特徴の説明と 

給排水管丁事の説明。 

◆第89回 2017年4月24日（月） -

コンクリート強度に関して。（り強度への影響要 

因（水セメント比、骨材、材齢、空気量、混和材 

など）について説明。(2）強度性状（圧縮、せん 

断、引張り、曲げ）について説明。(3）調合強度 

と呼び強度について説J]~ 

... 
一＼▲ ◇認知症対応マニュアルを 

ー~ 作成 

' マンション管理業協会は小冊 

Tl,f ハr －ー、フンションにおける認知症 

.A . 1. 、ノ の事例と対応策」を作成。マン 

ション管理で認知症者にどう対応したら良い 

か20事例を挙げて説明している 

（出典＝住宅新報） 

◇民泊新法案が決まる 

政府は－住宅宿泊事業法案－（民泊新法）を 

閣議決定した。民泊営業日数を年180日以内 

とし、家主居住型は宿泊名簿の作成などを、 

家主不在型は管理を民泊管理業者に委託す 

ることを義務化。民泊管理業者、民泊伸介業 

者とも登録制とするじ （出典＝P・E・PORT) 

■管理組合員（14管理組合 ノ2017年6月現在・順不同） ☆個人会員（24名）／特別個人会員（1名） 

エステート落合5-S団地 
グリーンテラス豊う丘団地 
ユステート鶴牧4・0住宅 
]3rillia（ブリリア）多摩センター 

L)’グラフオート多摩センター煉瓦坂 
ザ・スクェア管理組合住宅部分 
ヒルサイドテラス豊ケ斤－ I団地 
コスモフオーラム多摩 

豊ケ丘5-I住宅団地 

アルテグィータ 
豊ケ斤0丁コ3番住宅 
エステート聖ケ丘－ 3団地 

クオス水“~ 

藤和シティホームズ多摩落合 

■賛助会員（14社／2017年6月現在・順不同） 

建装工業 株式会社 
株式会社 P・C・Cテク二力 
株式会引 マルナカ 
株式会社 ソユジマ 

京浜管鉄工業 株式会社 
いずみテクノス 株式会社 
タイキ丁業 株式会引 
株式会社 太半ユンジニアリング 

吉村ュンターフライズ 株式会社 株式会社ジョイン建築設割事務所 
株式会社ョコソー東示支店 二和アルミ工業株式会社 
株式会ネI長谷Tリフオーム 

南海工業株式会社 

TMC 

多摩マンション 

管理組合連絡会 
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